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第第第第    ４４４４    回回回回    第第第第    １１１１    農農農農    地地地地    部部部部    会会会会    議議議議    事事事事    録録録録    

 

日      時  平成２７年４月２１日（火）午前１０時００分 

 

場      所  津市美里庁舎 ２階 会議室１ 

 

出 席 部 会 委 員   3 森
もり

  恒
つね

利
とし

   ・ 5 青木
あ お き

 正司
しょうじ

  ・ 6 赤塚
あかつか

 薫
かおる

 

           7 伊藤
い と う

 征一
せいいち

  ・10 奥山
おくやま

 勘五郎
かんごろう

・13 丹羽
に わ

 芳
よし

久
ひさ

 

14 前田
ま え だ

 紀男
の り お

  ・15 杉谷
すぎたに

 正美
ま さ み

  ・16 田中
た な か

 茂人
し げ と

 

20 中川
なかがわ

 文
ふみ

博
ひろ

  ・22 中 林
なかばやし

 長 一
ちょういち

・23 平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

 

43 後藤
ご と う

 勝
かつ

    ・48 前川
まえかわ

 正
まさ

次
つぐ

 

以上１４名 

 

欠 席 委 員   1 池田
い け だ

 長義
ながよし

  ・ 2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

  ・ 9 大田
お お た

 武士
た け し

 

 

出席部会員外委員  会長 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  奥野事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所  河芸：服部主査 美里  ：小林主幹    安濃：北角担当主幹 

          芸濃：清水主査 香良洲：中山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  １０ 奥山
おくやま

 勘五郎
かんごろう

・１０ 平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 時効取得による所有権の移転について 

 報告第６号 農業生産法人の定期報告について 
 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 



 2

                          （農業委員会許可・地上権） 

 議案第７号 非農地証明願について 

 議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農地利用集積計画の 

       決定について（別冊） 
 

 

議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、議題に入らせていただきます。 

       それでは、第４回第１農地部会を開会させていただきます。 

       本日の欠席は３名、出席者は１４名です。 

       それでは、議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。 

       １０番 奥山委員、２３番 平井委員。よろしくお願いいたします。 

       それでは、会長の専決等の報告事項に入ります。１号から６号まで、事務局

から一括してご報告をお願いいたします。 

 

事 務 局   議案書の１ページ、２ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

番号１から８で、２ページになりますが、合計で件数は８件、面積は田で 

３１，６８９㎡でございます。これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸

人、借人、双方の合意により解約したものであります。 

３ページから７ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

番号１から１３で、７ページになりますが、合計で件数は１３件、面積は 

４９，３４９．０７㎡で、その内訳は田が３７，３０１．０７㎡、畑が   

１２，０４８㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が雑種地や宅地などになっているところは、無断転用の可能

性がありますので、届出人に対して指導しております。 

８ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

番号１、共同住宅用地、番号２、一般個人住宅用地及び農業用倉庫用地、番

号３、長屋住宅用地、番号４、太陽光発電施設用地、以上、件数は４件で、合

計面積は２，６０６㎡、この内訳は田が１，６１２㎡、畑が９９４㎡でござい

ます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１、進入路用地、番号２、共同住宅用地、番号３、一般個人住宅用地、

番号４、物置・農業用倉庫・駐車場用地、番号５及び番号６、分譲住宅用地、

番号７、太陽光発電施設用地、番号８、資材置場・駐車場用地、番号９及び 

１０ページの番号１０、太陽光発電施設用地、以上、件数は１０件で、合計面

積は５，４９０．９１㎡、この内訳は田が２０９㎡、畑が５，２８１．９１㎡
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でございます。 

１１ページをお願いいたします。 

報告第５号 時効取得による所有権の移転についてでございます。 

番号１、権利者     、申請地面積 ５，３６６㎡、取得年月日、昭和

５０年５月１２日でございます。 

権利者は、当該土地を２０年以上にわたり自己所有の農地として利用してお

り、取得時効が完成しております。 

件数はこの１件で、内訳としまして、田が３，５４７㎡、畑が１，８１９㎡

でございます。 

１２ページをお願いいたします。 

報告第６号 農業生産法人の定期報告についてでございます。 

番号１、株式会社    、主たる耕作物は花き、耕作面積は、畑で３．６

ｈａ。 

番号２、    農事組合法人、主たる耕作物 野菜、耕作面積 田 

１．７ｈａ、畑 ９．８ｈａ 採草放牧地 １６ｈａ、合計 ２７．５ｈａ。 

番号３、    株式会社、主たる耕作物はほうれん草、耕作面積 田 

０．６１ｈａ、畑 ０．９８ｈａ、合計１．５９ｈａ。 

番号４、有限会社    、主たる耕作物はイチゴ、耕作面積 畑２ｈａ。 

番号５、有限会社    、主たる耕作物は花苗、耕作面積は、田で  

３．７３ｈａ。 

番号６、株式会社    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で７６ｈ

ａ。 

番号７、株式会社    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で３３ｈ

ａ。 

番号８、株式会社    、主たる耕作物は苗木、耕作面積 畑    

４．０５ｈａ。 

番号９、株式会社    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田   

９．９５ｈａ、畑 ０．１ｈａ、合計１０．０５ｈａ。 

番号１０、    株式会社、主たる耕作物は茶、耕作面積は、畑で５．４

ｈａ。 

番号１１、農事組合法人    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で

２１．５ｈａ。 

番号１２、農事組合法人    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田 

９３．６ｈａ、畑 ０．２ｈａ、合計９３．８ｈａ。 

番号１３、有限会社    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田 ５１

ｈａ、畑 ０．０３ｈａ、合計５１．０３ｈａ。 

番号１４、株式会社    、主たる耕作物は野菜、耕作面積 田    

２９．９ｈａ、畑 １．５ｈａ、合計３１．４ｈａ。 

番号１５、株式会社    、主たる耕作物はブロッコリー、耕作面積 田 

１．４２ｈａ、畑 １ｈａ、合計２．４２ｈａ。 

番号１６、農事組合法人    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で

４．８ｈａ。 

番号１７、農事組合法人    、主たる耕作物 水稲、耕作面積 田で 

１０ｈａ。 

番号１８、株式会社    、主たる耕作物は野菜、耕作面積 畑 １８ｈ

ａ。 
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以上、件数は１８件で、いずれの案件も、組織形態要件、事業要件、構成員

要件、業務執行役員要件の全てを満たしているものと判断されます。 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   今、事務局より説明があったとおりでございますので、よろしくお願いをい

たします。 

       それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １３ページ・１４ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 栗真、受人     、面積 １５，１４６㎡、渡

人     、面積 ９，６０７㎡、申請地 栗真小川町池田    、台帳

地目・現況地目とも田、面積 ３０９㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

番号２、地区 神戸、受人     、面積 ６，００６㎡、渡

人     、面積 ７，１４６㎡、申請地 半田日下    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 １，３８８㎡ 外２筆、合計面積 ６，３２０㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

番号３、地区 安東、受人     、面積 ５０９，８９７㎡、渡人  

    株式会社代表取締役    、面積 ７８９㎡、申請地 安東町柏ノ

木    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７８９㎡。 

これにつきましては、受人は、社有農地である申請地を渡人から譲り受け、

営農を拡大するものです。 

番号４、地区 安東、受人     、面積 ４，９１２㎡、渡人    

    、面積 １１，５９８㎡、申請地 納所町深見    、台帳地目 

田、現況地目 畑、面積 ５８２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

番号５、地区 高茶屋、受人      外１名、面積 ６，４１６．７５

㎡、渡人     、面積 ５，０６０㎡、申請地 城山三丁目    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 １９㎡ 外１筆、合計面積 ３８㎡。 

これにつきましては、受人は、耕作が不便である渡人からの要望を受け申請

地を譲り受けるものです。 

番号６、地区 椋本、受人     、面積 １８２，５４２．６１㎡、渡

人     、面積 １８２，５４２．６１㎡、申請地 芸濃町椋本西豊久野

    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ５７１㎡ 外３筆、合計面積 

２，６４７㎡。 

これにつきましては、親子間の生前部分贈与になります。 

番号７、地区 椋本、受人     、面積 １９，４８０．４０㎡、渡人 

    、面積 １，２２８㎡、申請地 芸濃町椋本東冨家    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 １，２２８㎡。 
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これにつきましては、受人は、高齢化のため離農する渡人から申請地を譲り

受け、営農を拡大するものです。 

番号８、地区 明合、受人     、面積 ５，９９７㎡、渡人   、

面積 ５，６８６㎡、申請地 安濃町栗加中合野    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ４２３㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化のため営農を縮小する渡人から申請地

を譲り受け、営農を拡大するものです。 

番号９、地区 明合、受人      外１名、面積 ９，８５２㎡、渡人 

     、面積 ９，８５２㎡、申請地 安濃町東観音寺八ノ坪    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 １，７０５㎡、１４ページになりますが、外

４筆で、合計面積 ９，４１６㎡。 

これにつきましては、渡人から受人への生前部分贈与になります。 

以上、件数は９件で、合計面積は２１，７５２㎡、この内訳は田が    

１９，２５３㎡、畑が２，４９９㎡でございます。いずれの案件も、農業をま

じめに行い、農機具も保有しており、周辺の農地に影響もなく、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

       それでは、地元委員さんのご意見をお伺いいたします。 

       １番、栗真。 

 

青木委員   ５番、青木です。事務局の説明どおり、農機具も保有しており、何ら問題な

いと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、神戸。 

 

事 務 局   議長、地元の池田委員ですけども、本日は欠席です。事前に問題ないという

ご連絡をいただいております。 

       それから、３番、４番の安東の２件は、太田委員は欠席されておりまして、

事前に問題ないというご連絡をいただいております。 

       以上、報告をさせていただきます。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       それでは、５番、高茶屋。 

 

奥山委員   １０番、奥山です。何ら問題ないと思います。 

 

議  長   ６番、７番、椋本。 

 

田中委員   １６番、田中です。 

６番は、親子関係で、お父さんと息子さんが今現在も一緒に耕作しています。 

７番は、もう既に荒田でございまして、お年寄りということもあり、   さ

んが変わって耕作していただくということで問題ございませんので、よろしく

お願いします。 
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議  長   それでは、８番、９番、明合。 

 

中林委員   ２２番、中林です。８番、９番につきまして、ただいまの事務局の説明どお

りでございますので、問題はございません。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしということで、１号議案につき

ましては許可をすることに決定をいたします。 

       次に、第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・賃貸借権）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 雲出、借人 株式会社    代表取締役    、面積 

１１２，３５１㎡、貸人 中西昇、面積 １，２７１㎡、申請地 雲出本郷町

大釜    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ９９１㎡です。 

       これにつきましては、借人は、病気などで労力不足の貸人から５年間の賃貸

借契約により申請地を借り受け、営農を拡大するものです。 

       番号２、地区 雲出、借人 株式会社    代表取締役    、面積 

１１２，３５１㎡、貸人     、面積 １０，７２７㎡、申請地 雲出伊

倉津町十七ノ割    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，０７６㎡ 

外１筆、合計面積 ３，１５３㎡。 

       これにつきましては、借人は、高齢化で営農を縮小する貸人から３年間の賃

貸借契約により申請地を借り受け、営農を拡大するものです。 

       以上、件数は２件で、合計面積は、田で４，１４４㎡でございます。いずれ

の案件も、農業をまじめに行い、農機具も保有しており、周辺の農地に影響も

なく、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たし

ていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委

員さんのご意見をお伺いいたします。 

       １番、２番、雲出。 

 

事 務 局   議長、太田委員より、この２件につきましても問題ないというご連絡をいた

だいております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第２号については、許可することに決定いた

します。 

次に議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページ、１７ページをお願いします。 

議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

番号１、地区 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本西冨

家    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２６８㎡です。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地として利用するもので

す。パネル設置面積は１２８．１㎡で、転用面積の４７．８％に当たります。

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本西冨

家    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７４㎡です。 

これにつきましては、申請地を隣接する番号１の太陽光発電施設への通路用

地として利用するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 雲林院、申請者     、申請地 芸濃町雲林院坂之

谷     、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 １１３㎡ 外７筆、合

計面積 ６８６．６９㎡。 

これにつきましては、昭和５０年ごろ、減反政策の一環で植林したもので、

経過書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

番号４、地区 村主、申請者     、申請地 安濃町妙法寺大

市    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ３３㎡ 外４筆、合計面

積 ３４３㎡。 

これにつきましては、昭和４８年から申請地を通路、倉庫、駐車場用地とし

て利用されており、始末書の提出がありますことから追認しようとするもので

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 安濃、申請者     、申請地 安濃町内多山

出    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ４９㎡。 

これにつきましては、申請地を平成１０年から駐車場用地として利用してお

り、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

１７ページをお願いします。 

番号６、地区 明合、申請者     、申請地 安濃町栗加西

浦    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ３６５㎡。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものですが、昨年

１１月から工事にかかっており、始末書の提出がありますことから追認しよう

とするものです。パネル設置面積は、１７０．５６㎡で、転用面積の    

４６．７％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、件数は６件、合計面積は１，７８５．６９㎡、この内訳は、田が 

１，１２７㎡、畑が６５８．６９㎡でございます。いずれの案件も農地法第４
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条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えま

す。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委

員さんのご意見をお伺いいたします。 

       １番、２番、椋本。 

 

田中委員   １６番、田中です。この案件は集落に隣接する畑ですけれども、もう既に草

が生えておりまして、転用していただくことによって解消されるという意味も

ございます。問題ないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ３番、雲林院。 

 

杉谷委員   １５番、杉谷。事務局の説明どおりでありまして、山と山の間の田が何枚か

になってますけれども、以前から植林されて山林になってますので、何ら問題

はございませんのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ４番、村主。 

 

平井委員   ２３番、平井です。事務局の説明どおり何ら問題ございませんので、よろし

くお願いいたします。 

 

議  長   ５番。安濃。 

 

中林委員   ２２番、中林です。。これも説明どおりでございまして、何ら問題はござい

ません。 

 

議  長   ６番、明合。 

 

中林委員   ２２番、中林です。これもただいま説明がありましたとおり、太陽光発電施

設で、既に１１月ごろに事前着工いたしております。始末書も提出しておりま

すので、追認をお願いいたしたいと思います。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございます。皆さん、いかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第３号については

許可をすることに決定いたします。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員
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会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 安東、受人     、渡人     、申請地 納所町東

浦    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ８４２㎡です。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、農家住宅用地と

するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 明、受人     、渡人     、申請地 芸濃町忍田

宮ノ戸    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ４７６㎡。 

       これにつきましては、受人は、昭和２１年ごろに植林された申請地を渡人か

ら譲り受けるもので、渡人から始末書の提出がありますことから追認しようと

するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 明、受人     、渡人     、申請地 芸濃町忍田

宮ノ戸    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ６４４㎡。 

       これにつきましては、受人は、昭和２１年ごろに植林された申請地を渡人か

ら譲り受けるもので、渡人から始末書の提出がありますことから追認しようと

するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 安濃、受人     、渡人     、申請地 安濃町内

多向出    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 １２２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、隣接店舗の駐車

場用地とするものですが、既にこの目的で転用されており、始末書の提出があ

りますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断さ

れます。 

       番号５、地区 明合、受人 株式会社    代表取締役    、使用借

人 株式会社    代表取締役    、渡人     、申請地 安濃町

田端上野    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ４４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、受人が代表を務

める    に貸し付け、太陽光発電施設用地の一部とするものです。敷地面

積は全体で５，００６㎡、このうちパネル設置面積は２，３７４．４㎡で、設

置率は４７．４％になります。 

       なお、申請地以外の土地については、昨年１１月に転用の許可を受けてお

り、申請地については始末書が提出されております。農地区分は、第２種農地

と判断されます。 

       番号６、地区 安濃、受人     、渡人     、申請地 安濃町太

田宮城    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １０５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、一般個人住宅用

地の一部とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号７、地区 安濃、受人     、渡人     、申請地 安濃町曽

根前    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ９９㎡ 外１筆、合計面積 

１３２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、自家用車の駐車

場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は７件、合計面積は２，３６５㎡、この内訳は、田が４４㎡、畑

が２，３２１㎡でございます。いずれの案件につきましても農地法第５条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。それでは、地元委
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員さんのご意見をお伺いいたします。 

       １番、安東。 

 

事 務 局   議長、すみません。太田委員欠席されておりまして、これにつきましては問

題ないということでご連絡をいただいております。 

 

議  長   はい、わかりました。２番、３番、明。 

 

杉谷委員   １５番、杉谷です。これももう周囲が山林ばっかりになっておりまして、事

務局の説明どおりでございます。何ら問題はないと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

議  長   ４番、安濃。５番、明合。 

 

中林委員   ２２番、中林。これは    が    をやっておるわけでございまし

て、それに隣接している土地でございます。来客用の駐車場用地として、今回

転用を申請されたものでございまして、何ら問題はございません。 

       次に、続きまして５番の明合ですが、これは太陽光発電施設用地で、ただい

ま事務局から説明ありましたように、以前に許可がありました一画が申請から

漏れていたというのが発見されたので、再度ここへ申請が出てきたものでござ

いまして、何ら問題はございません。 

 

議  長   ６番、７番、安濃 

 

中林委員   ２２番、中林。６番、７番でございますが、６番は個人用の住宅用地でござ

いまして、これも何ら問題とするところはございません。 

       ７番につきましても、受人の宅地に続く土地でございまして、自家用の駐車

場用地ということで、いずれも許可するには妥当であるという判断をいたして

おります。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございます。皆さん、いかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第４号については

許可をすることに決定いたします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・賃貸借権）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

番号１、地区 安東、借人 株式会社    代表取締役     、貸人 

     外１名、申請地 安東町茨    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ３８３㎡です。 
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これにつきましては、借人は、貸人と５年間の賃貸借契約を締結し、申請地

を営業所の駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

番号２、地区 大里、借人     株式会社代表取締役    、貸人 

    、申請地 大里睦合町東豊久野    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ８９９㎡ 外２筆、合計面積 ３，１８５㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人と５０年間の賃貸借契約を締結し、申請

地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、 

１，３７３．７６㎡、転用面積の４３．１％に当たります。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

番号３、地区 高野尾、借人     、貸人     、申請地 高野尾

町南野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，３０５㎡のうち  

６３０㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の賃貸借契約を締結し、申請

地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３８８．８㎡、

転用面積の６１．７％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

番号４、地区 明合、借人 株式会社    代表取締役    、貸人 

    、申請地 安濃町栗加寺台    、台帳地目・現況地目とも田、面

積 １，１５０㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の賃貸借契約を締結し、申請

地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４６９．８㎡、

転用面積の４１％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、件数は４件、合計面積は５，３４８㎡、この内訳は、田が１，１５０

㎡、畑が４，１９８㎡でございます。いずれの案件につきましても農地法第５

条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えま

す。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。それでは皆さんの

意見をお伺いします。 

       １番、安東。 

 

事 務 局   議長、太田委員が受け持つ地区になります。問題ないというご連絡をいただ

いております。よろしくお願いします。 

 

議  長   それでは、２番、私でございます。 

       地元委員と事務局と現地確認を実施しましたところ、何ら問題なかろうと思

いますので、よろしくお願いをいたします。 

       それでは、３番、高野尾。 

 

赤塚委員   ６番、赤塚です。これは１６日に地元委員と事務局で現地確認いたしまし

た。何も問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ４番、明合。 
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中林委員   ２２番、中林です。太陽光発電施設用地ということで、何ら問題はございま

せんので、許可は妥当と考えます。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございます。皆さん、いかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第５号については

許可をすることに決定いたします。 

       次に、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・地上権）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   ２０ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・地上権）でございます。 

 番号１、地区 椋本、借人 株式会社    代表委取締役     、貸

人      外１名、申請地 芸濃町椋本平林    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ３，４１４㎡ 外２筆、合計面積 １１，０６６㎡です。 

       これにつきましては、借り人は、申請地に２０年間の地上権を設定し、隣接

山林を含めて太陽光発電施設用地とするものです。敷地面積は全体で    

１６，６６２㎡、このうちパネル設置面積は、１０．４６６㎡で、全体面積の

６２．８１％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       件数はこの１件で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。それでは皆さんの

意見をお伺いします。 

       １番、椋本。 

 

田中委員   １６番、田中です。山林も含めまして１１反もあるような広い面積の発電施

設でございます。地元委員さん方も問題がなかろうということで許可をお願い

したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元の委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかが

なものでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、第６号議案については許可をすることに

決定をいたします。 

       次に、議案第７号 非農地証明願について事務局の説明をお願いいたしま

す。 

 

事 務 局   ２１ページをお願いいたします。 
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議案第７号 非農地証明願についてでございます。 

番号１、地区 高茶屋、願出者      外１名、申請地 城山三丁

目    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２２４㎡です。 

これにつきましては、建物の全部事項証明書で昭和５７年１０月に申請地に

居宅２棟が建築されていることが確認できます。このことから、申請地は農地

以外の用に供され２０年以上が経過している土地であり、これは津市農業委員

会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農

地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

次に番号２から番号５は同一地域の案件ですので、一括して説明いたしま

す。 

番号２、地区 黒田、願出者     、申請地 河芸町三行大広    

    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 １５５㎡ 外２筆、合計面

積 ７１３㎡。 

番号３、地区 黒田、願出者     、申請地 河芸町三行大広    

    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ２１３㎡ 外１筆、合計面

積 ３８９㎡。 

番号４、地区 黒田、願出者     、申請地 河芸町三行大

広    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ８５㎡ 外１筆、合計面

積  ３７２㎡。 

番号５、地区 黒田、願出者     、申請地 河芸町三行大

広    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ２３１㎡。 

これら４件につきましては、平成４年１０月２８日に国土地理院が撮影した

航空写真により、いずれの申請地も、このときには既に山林にされていること

が確認できます。 

このことから、申請地は農地以外の用に供され２０年以上が経過している土

地であり、これは津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号

の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えないもの

と考えます。 

以上、件数は５件、合計面積は１，９２９㎡、この内訳は、田が５５８㎡、

畑が１，３７１㎡でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。ただいま事務局の説明が終わりました。それで

は、地元委員さんのご意見を伺います。 

       １番、高茶屋。 

 

奥山委員   １０番、奥山です。現地で確認したところ、説明どおり問題ないと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、３番、４番、５番、黒田。 

 

丹羽委員   １３番、丹羽です。２番、３番、４番、５番、見てきたんですけど、すごい

傾斜地で、もう雑木林になっています。昔はこれを手で耕しとったみたいです

が、今は山になってて、今後両脇のところを採土するという計画もあるらしい

です。問題はないと思いますので、ご承認をお願いしたいとこういうふうに思

います。 
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議  長   地元委員さんから異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、７号議案につい

ては証明をいたします。 

       それでは、議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用

地利用集積計画の決定について、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 

       表紙の次で、農用地利用集積計画地区別集計表をごらんください。各地区別

に、下の合計欄で説明いたします。 

       まず、津地区をごらんください。田の賃貸借、使用貸借で９５，８１１㎡、

契約件数は４４件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１７，３８８㎡、契約件

数は７件でございます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借、所有権移転で６３，７１７㎡、畑の

使用貸借、所有権移転で８，０５７㎡、契約件数は２０件でございます。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１９，２９６㎡、畑の賃

貸借、使用貸借、所有権移転で６，３００㎡、契約件数は１２件でございま

す。 

       美里地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で９，７６１㎡、契約件数

は７件でございます。 

       香良洲地区につきましては、集積はございませんでした。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて   

２０５，９７３㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転で     

１４，３５７㎡、合計契約件数は９０件、合計面積は２２０，３３０㎡となっ

ております。 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は津地区１７件、河芸地区２件、安濃地区１５

件、芸濃地区５件、合計で３９件、合計面積１４２，５１７㎡でございます。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。皆さん、どうでご

ざいましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、議案第８号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用 

地利用集積計画の決定については適正であると認め、市長に進達することにい 
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たします。 

以上で、本部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

以上で第４回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

午前１０時５８分 

 

 

上記は、第４回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２７年４月２１日 

 

                      
                     議事録署名者              

 

                     議事録署名者              


